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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズをその光軸方向に移動可能に保持するレンズ鏡筒であって、
　前記光軸を囲む周壁を有する第１の枠と、前記光軸を囲む周壁を有し、前記第１の枠に
内挿されて該第１の枠に対してその光軸方向に相対移動可能に設けられた第２の枠と、を
備え、
　前記第１の枠および前記第２の枠には、前記光軸回りの円周方向を略ｎ等分する角度位
置に配設された、前記光軸方向に延在するｎ個の直進ガイド凹部と、該直進ガイド凹部に
相対移動可能に係合するｎ個の直進ガイド凸部とが設けられ、
　前記ｎ個の直進ガイド凹部は、そのうちの１個乃至（ｎ－１）個が前記第１の枠に設け
られ、残りが前記第２の枠に設けられ、
　前記ｎ個の直進ガイド凸部は、それぞれ、係合する直進ガイド凹部が設けられた枠とは
異なる枠に設けられているレンズ鏡筒。（ただし、ｎは２以上の整数）
【請求項２】
　前記ｎが３である請求項１記載のレンズ鏡筒。
【請求項３】
　レンズをその光軸方向に移動可能に保持するレンズ鏡筒であって、
　前記光軸を囲む周壁を有する第１の枠と、前記光軸を囲む周壁を有し、前記第１の枠に
内挿されて該第１の枠に対してその光軸方向に相対移動可能に設けられた第２の枠と、前
記第１の枠に外挿された固定筒と、を備え、
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　前記第１の枠と前記第２の枠と前記固定筒には、前記光軸回りの円周方向を略ｎ等分す
る角度位置に配設された、前記光軸方向に延在するｎ個の直進ガイド凹部と、該直進ガイ
ド凹部に相対移動可能に係合するｎ個の直進ガイド凸部とが設けられ、
　前記ｎ個の直進ガイド凹部は、そのうちの１個乃至（ｎ－１）個が前記第１の枠に設け
られ、残りが前記第２の枠に設けられ、
　前記ｎ個の直進ガイド凸部は、それぞれ、係合する直進ガイド凹部が設けられた枠とは
異なる枠と前記固定筒とに設けられているレンズ鏡筒。（ただし、ｎは２以上の整数）
【請求項４】
　前記ｎが３である請求項３記載のレンズ鏡筒。
【請求項５】
　レンズをその光軸方向に移動可能に保持するレンズ鏡筒であって、
　前記光軸を囲む周壁を有する第１の枠と、前記光軸を囲む周壁を有し、前記第１の枠に
内挿されて該第１の枠に対してその光軸方向に相対移動可能に設けられた第２の枠と、前
記第１の枠に外挿された固定筒と、を備え、
　前記第１の枠と前記第２の枠と前記固定筒には、前記光軸回りの円周方向を略ｎ等分す
る角度位置に配設された、前記光軸方向に延在するｎ個の直進ガイド凹部と、該直進ガイ
ド凹部に相対移動可能に係合するｎ個の直進ガイド凸部とが設けられ、
　前記ｎ個の直進ガイド凸部は、そのうちの１個乃至（ｎ－１）個が前記第１の枠に設け
られ、残りが前記第２の枠に設けられ、
　前記ｎ個の直進ガイド凹部は、それぞれ、係合する直進ガイド凸部が設けられた枠とは
異なる枠と前記固定筒とに設けられているレンズ鏡筒。（ただし、ｎは２以上の整数）
【請求項６】
　前記ｎが３である請求項５記載のレンズ鏡筒。
【請求項７】
　前記第２の枠には、その周壁に内側切欠部が形成されている請求項１～６のいずれか一
項に記載のレンズ鏡筒。
【請求項８】
　前記第１の枠には、その周壁に外側切欠部が形成され、該外側切欠部は前記内側切欠部
に連通している請求項７記載のレンズ鏡筒。
【請求項９】
　前記第１の枠と第２の枠は両方とも光軸方向に移動可能である請求項１～８のいずれか
一項に記載のレンズ鏡筒。
【請求項１０】
　前記第１の枠と第２の枠のうち、前記第１の枠は光軸方向に移動可能である請求項１～
８のいずれか一項に記載のレンズ鏡筒。
【請求項１１】
　前記第１の枠と第２の枠のうち、前記第２の枠は光軸方向に移動可能である請求項１～
８のいずれか一項に記載のレンズ鏡筒。
【請求項１２】
　前記第１の枠に設けられた直進ガイド凸部に１つ以上の抜け止め形状が設けられている
請求項１～１１のいずれか一項に記載のレンズ鏡筒。
【請求項１３】
　前記第２の枠に設けられた直進ガイド凸部に１つ以上の抜け止め形状が設けられている
請求項１～１１のいずれか一項に記載のレンズ鏡筒。
【請求項１４】
　前記第１の枠に設けられた直進ガイド凹部に1つ以上の抜け止め形状が設けられている
請求項１～１１のいずれか一項に記載のレンズ鏡筒。
【請求項１５】
　前記第２の枠に設けられた直進ガイド凹部に1つ以上の抜け止め形状が設けられている
請求項１～１１のいずれか一項に記載のレンズ鏡筒。
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【請求項１６】
　前記固定筒に設けられた直進ガイド凸部に１つ以上の抜け止め形状が設けられている請
求項３または４記載のレンズ鏡筒。
【請求項１７】
　前記固定筒に設けられた直進ガイド凹部に１つ以上の抜け止め形状が設けられている請
求項５または６記載のレンズ鏡筒。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか一項に記載のレンズ鏡筒を備えた光学機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズ鏡筒および光学機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラなどの光学機器では、小型化されたものの需要が増加している。特に、交
換レンズシステムカメラは撮像素子が小さいため、システムとして小型化されたカメラが
提供されている。また、これに影響されて従来のシステムカメラも、より小型な製品が提
供されている。
【０００３】
　このようなカメラ等の光学機器として、使用者が焦点距離を自由に変化させることがで
きる、いわゆるズームレンズがある。スームレンズは、その内部にレンズ群を移動させる
機構、通常はレンズ鏡筒内に配置された移動群を保持、移動させる機構を有している。こ
のような機構として具体的には、例えば特許文献１に、固定枠と回転筒とカム筒とを有し
、固定枠に溝孔部を形成し、回転筒に直進溝を形成し、カム筒に前記溝孔部を通って前記
直進溝に係合する駆動ピンを形成したレンズ鏡筒が開示されている。この特許文献１のレ
ンズ鏡筒では、前記の溝孔部、直進溝、駆動ピンをそれぞれ光軸まわりの周方向に略３等
分した角度で配設し、回転筒の回動に合わせて移動群を直動させるように構成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－７９３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前記のレンズ鏡筒にあっては、固定枠に形成された溝孔部と回転筒に形成さ
れた直進溝とが交差して配置され、これら交差する溝孔部と直進溝との両方に駆動ピンが
係合するため、駆動ピンの強度を充分に確保する必要上、駆動ピンをある程度の大きさに
する必要がある。したがって、このような駆動ピンに係合するため、溝孔部や直進溝もそ
の幅を広くする必要があり、固定枠や回転筒にはその分のスペースが必要となる。
【０００６】
　また、直進溝を形成する部材（回転筒）は、直進溝の変形を防止して移動群の直動性を
確保する必要があるため、充分な強度を有するべく、筒を形成する側壁が全周で繋がって
いることが望ましい。すなわち、仮に側壁の一部に高さ方向全域で切り欠かれてなる切欠
形状が形成されると、必要とする強度が得られにくくなる。
【０００７】
　しかしながら、このような直進溝を形成する部材を例えばレンズ鏡筒の内部に配置する
場合、その他の内部構造部品、例えば移動群をこの部材の内側に収容する必要があるため
、結果としてこの部材に切欠形状を形成できないことにより、レンズ鏡筒自体の小型化が
阻まれることになる。
【０００８】
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　本発明は前記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、内部に配置され
た移動群等の内部構造部品を省スペースで、かつ安定した姿勢で保持、移動させることに
より、小型化を可能にしたレンズ鏡筒および光学機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のレンズ鏡筒は、レンズをその光軸方向に移動可能に保持するレンズ鏡筒であっ
て、前記光軸を囲む周壁を有する第１の枠と、前記光軸を囲む周壁を有し、前記第１の枠
に内挿されて該第１の枠に対してその光軸方向に相対移動可能に設けられた第２の枠と、
を備え、前記第１の枠および前記第２の枠には、前記光軸回りの円周方向を略ｎ等分する
角度位置に配設された、前記光軸方向に延在するｎ個の直進ガイド凹部と、該直進ガイド
凹部に相対移動可能に係合するｎ個の直進ガイド凸部とが設けられ、前記ｎ個の直進ガイ
ド凹部は、そのうちの１個乃至（ｎ－１）個が前記第１の枠に設けられ、残りが前記第２
の枠に設けられ、前記ｎ個の直進ガイド凸部は、それぞれ、係合する直進ガイド凹部が設
けられた枠とは異なる枠に設けられている。（ただし、ｎは２以上の整数）
　なお、前記ｎは３であることが好ましい。
【００１０】
　このレンズ鏡筒によれば、第１の枠に対してその光軸方向に第２の枠を相対移動させる
ためのガイドを構成する直進ガイド凹部と直進ガイド凸部とを、第１の枠と第２の枠とに
共に混在させて形成したので、一方の枠に全ての直進ガイド凹部を形成しないため、第１
の枠や第２の枠の強度を必要とされる強度に対して比較的大きくすることができ、したが
ってその周壁に切欠部を形成することが可能になる。
【００１１】
　また、本発明の別のレンズ鏡筒は、レンズをその光軸方向に移動可能に保持するレンズ
鏡筒であって、前記光軸を囲む周壁を有する第１の枠と、前記光軸を囲む周壁を有し、前
記第１の枠に内挿されて該第１の枠に対してその光軸方向に相対移動可能に設けられた第
２の枠と、前記第１の枠に外挿された固定筒と、を備え、前記第１の枠と前記第２の枠と
前記固定筒には、前記光軸回りの円周方向を略ｎ等分する角度位置に配設された、前記光
軸方向に延在するｎ個の直進ガイド凹部と、該直進ガイド凹部に相対移動可能に係合する
ｎ個の直進ガイド凸部とが設けられ、前記ｎ個の直進ガイド凹部は、そのうちの１個乃至
（ｎ－１）個が前記第１の枠に設けられ、残りが前記第２の枠に設けられ、前記ｎ個の直
進ガイド凸部は、それぞれ、係合する直進ガイド凹部が設けられた枠とは異なる枠と前記
固定筒とに設けられている。（ただし、ｎは２以上の整数）
　なお、前記ｎは３であることが好ましい。
【００１２】
　このレンズ鏡筒によれば、第１の枠に対してその光軸方向に第２の枠を相対移動させる
ためのガイドを構成する直進ガイド凹部と直進ガイド凸部とを、第１の枠と第２の枠と固
定筒とに混在させて形成したので、一方の枠に全ての直進ガイド凹部を形成しないため、
第１の枠や第２の枠の強度を必要とされる強度に対して比較的大きくすることができ、し
たがってその周壁に切欠部を形成することが可能になる。
【００１３】
　また、本発明の別のレンズ鏡筒は、レンズをその光軸方向に移動可能に保持するレンズ
鏡筒であって、前記光軸を囲む周壁を有する第１の枠と、前記光軸を囲む周壁を有し、前
記第１の枠に内挿されて該第１の枠に対してその光軸方向に相対移動可能に設けられた第
２の枠と、前記第１の枠に外挿された固定筒と、を備え、前記第１の枠と前記第２の枠と
前記固定筒には、前記光軸回りの円周方向を略ｎ等分する角度位置に配設された、前記光
軸方向に延在するｎ個の直進ガイド凹部と、該直進ガイド凹部に相対移動可能に係合する
ｎ個の直進ガイド凸部とが設けられ、前記ｎ個の直進ガイド凸部は、そのうちの１個乃至
（ｎ－１）個が前記第１の枠に設けられ、残りが前記第２の枠に設けられ、前記ｎ個の直
進ガイド凹部は、それぞれ、係合する直進ガイド凸部が設けられた枠とは異なる枠と前記
固定筒とに設けられている。（ただし、ｎは２以上の整数）
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　なお、前記ｎは３であることが好ましい。
【００１４】
　このレンズ鏡筒によれば、第１の枠に対してその光軸方向に第２の枠を相対移動させる
ためのガイドを構成する直進ガイド凹部と直進ガイド凸部とを、第１の枠と第２の枠と固
定筒とに混在させて形成したので、一方の枠に全ての直進ガイド凹部を形成しないため、
第１の枠や第２の枠の強度を必要とされる強度に対して比較的大きくすることができ、し
たがってその周壁に切欠部を形成することが可能になる。
【００２３】
　また、前記レンズ鏡筒において、前記第２の枠には、その周壁に内側切欠部が形成され
ていることが好ましい。
　この構成によれば、特に第２の枠の内側に収容される内部構造部品を、その中心から偏
らせて内側切欠部側に配置しても、該内側切欠部では周壁が無いため、第２の枠に干渉さ
れることなく内部構造部品を収容配置することができる。したがって、従来の内側切欠部
が無い第２の枠ではその周壁が内部構造部品に干渉してしまうため、この第２の枠の内径
を大きくしなくてはならなかったのに対し、このレンズ鏡筒では内側切欠部を形成するこ
とでその内径を小さくしても内部構造部品を収容配置することが可能になる。すなわち、
内部構造部品の収容スペースを実質的に広くすることができる。これにより、このレンズ
鏡筒ではその第２の枠を、従来の第２の枠に比べて小径化することが可能になる。
【００２４】
　また、前記レンズ鏡筒において、前記第１の枠には、その周壁に外側切欠部が形成され
、該外側切欠部は前記内側切欠部に連通していることが好ましい。
　この構成によれば、中心から偏らせて内側切欠部側に配置する内部構造部品を、さらに
第１の枠の外側切欠部側にまで寄せることが可能になる。したがって、このレンズ鏡筒で
は、第２の枠だけでなく第１の枠の小径化も可能になる。
【００２５】
　なお、前記第１の枠と第２の枠は両方とも光軸方向に移動可能であってもよく、前記第
１の枠と第２の枠のうち、前記第１の枠が光軸方向に移動可能であってもよく、前記第１
の枠と第２の枠のうち、前記第２の枠が光軸方向に移動可能であってもよい。
【００２６】
　また、前記レンズ鏡筒においては、前記第１の枠に設けられた直進ガイド凸部に１つ以
上の抜け止め形状が設けられていることが好ましい。
　また、前記レンズ鏡筒においては、前記第２の枠に設けられた直進ガイド凸部に１つ以
上の抜け止め形状が設けられていることが好ましい。
　また、前記レンズ鏡筒においては、前記第１の枠に設けられた直進ガイド凹部に1つ以
上の抜け止め形状が設けられていることが好ましい。
　また、前記レンズ鏡筒においては、前記第２の枠に設けられた直進ガイド凹部に1つ以
上の抜け止め形状が設けられていることが好ましい。
　抜け止め形状を設けることにより、例えば落下した際の衝撃によって第１の枠と第２の
枠とが外れて分離してしまうことが、防止される。
【００２７】
　また、前記レンズ鏡筒においては、前記固定筒に設けられた直進ガイド凸部に１つ以上
の抜け止め形状が設けられていることが好ましい。
　また、前記レンズ鏡筒においては、前記固定筒に設けられた直進ガイド凹部に１つ以上
の抜け止め形状が設けられていることが好ましい。
　抜け止め形状を設けることにより、例えば落下した際の衝撃によって固定枠と第１の枠
とが外れて分離してしまうことが、防止される。
【００２８】
　本発明の光学機器は、前記のレンズ鏡筒を備えている。
　この光学機器によれば、第１の枠や第２の枠の周壁に切欠部を形成することが可能にな
るため、内部構造部品の収容スペースを実質的に広くすることが可能になる。
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【発明の効果】
【００２９】
　本発明のレンズ鏡筒および光学機器によれば、第１の枠や第２の枠の周壁に切欠部を形
成できるようにしたので、内部構造部品の収容スペースを実質的に広くすることができ、
したがって第２の枠等を小径化することができることにより、全体の小型化を可能にする
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１実施形態としての交換レンズ（光学機器）の内部構造を示す側断面
図である。
【図２】カム枠の概略構成を示す図であり、（ａ）は正面側から見た斜視図、（ｂ）背面
側から見た斜視図である。
【図３】第２レンズ群移動枠の概略構成を示す図であり、（ａ）は正面側から見た斜視図
、（ｂ）背面側から見た斜視図である。
【図４】第４レンズ群移動枠の概略構成を示す図であり、（ａ）は正面側から見た斜視図
、（ｂ）背面側から見た斜視図である。
【図５】第４レンズ群移動枠を第２レンズ群移動枠内に内挿した状態を示す背面図である
。
【図６】第４レンズ群移動枠を第２レンズ群移動枠内に内挿した状態を示す図であり、（
ａ）は正面側から見た斜視図、（ｂ）背面側から見た斜視図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）は本発明に係る抜け止め形状の変形例を示す要部拡大図である。
【図８】本発明に係るレンズ鏡筒の第２実施形態を説明するための要部斜視図である。
【図９】本発明に係るレンズ鏡筒の第２実施形態を説明するための要部斜視図である。
【図１０】本発明に係る抜け止め形状の変形例を示す要部側面図である。
【図１１】本発明に係るレンズ鏡筒の第３実施形態を説明するための要部斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明に係るレンズ鏡筒および光学機器について、図面を参照して詳細に説明す
る。
　本発明に係る光学機器としては、交換レンズシステムカメラ、デジタルスチルカメラ、
ビデオカメラ、監視カメラ等の、固体撮像素子を用いた撮像装置やこれに用いられる交換
レンズ等が挙げられ、本発明に係るレンズ鏡筒は、前記撮像装置に用いられる交換レンズ
を構成するものである。
【００３２】
［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態としての交換レンズ（光学機器）の内部構造を示す側断
面図であり、図１中符号１は交換レンズ、符号Ｃは光軸である。この交換レンズ１は、複
数のレンズ群Ｇ１～Ｇ４が光軸Ｃ方向に並んで配置されたレンズ鏡筒２を備えており、こ
のレンズ鏡筒２内に配置された複数のレンズ群Ｇ１～Ｇ４によって、インナーフォーカス
式のズームレンズが構成されている。
【００３３】
　このズームレンズは、物体側（交換レンズ１の正面側）から順に、第１レンズ群Ｇ１と
、第２レンズ群Ｇ２と、第３レンズ群Ｇ３と、第４レンズ群Ｇ４との４群のレンズ構成を
有している。また、第２レンズ群Ｇ２には絞りユニットＳが配置されている。
【００３４】
　そして、このズームレンズでは、第１レンズ群Ｇ１～第４レンズ群Ｇ４をそれぞれ光軸
Ｃ方向に移動させることによって変倍（ズーミング）を行い、第３レンズ群Ｇ３を光軸Ｃ
方向に移動させことによって合焦（フォーカシング）を行う。なお、ズームレンズの構成
については、前述したレンズ構成に限らず、そのレンズの枚数や組み合わせなどを適宜変
更して実施することができる。
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【００３５】
　レンズ鏡筒２は、このようなズームレンズを構成するため、略円筒状の固定枠３と、固
定枠３内にて光軸Ｃ方向に移動可能に内挿された第１レンズ群移動枠４と、第１レンズ群
移動枠４内にて光軸Ｃ方向に移動可能、かつ軸回り方向に回動可能に内挿されたカム枠５
と、カム枠５内にて光軸Ｃ方向に相対移動可能に内挿された第２レンズ群移動枠（第１の
枠）６と、第２レンズ群移動枠６内にて光軸Ｃ方向に相対移動可能に内挿された第４レン
ズ群移動枠（第２の枠）７と、を備えている。
【００３６】
　固定枠３には、その正面側（前面側）の外周面上に略円筒状の操作環８が正逆方向に回
動可能に外挿しており、操作環８より背面側に、外枠９が固定された状態で外挿している
。操作環８は、図示しない制御機構により、その回動動作によって後述するズームモータ
ユニット３６を駆動させる。また、固定枠３には、その内面に、光軸Ｃ方向に延在する３
個の直進ガイド溝（図示せず）と、光軸Ｃ回りの周方向にも延在する３個のカム溝（図示
せず）とが形成されている。これら直進ガイド溝、カム溝は、それぞれ略円筒状の周壁を
光軸Ｃ回りの周方向に略３等分する角度位置にそれぞれ配設されている。ここで、本発明
において略３等分する角度位置とは、３６０°を３等分する１２０°に対して、例えば±
１０°ずれた位置までを許容する範囲とする。
【００３７】
　第１レンズ群移動枠４は、全体が略円筒状に形成されたもので、その内部の正面側に略
円筒状の第１レンズ群保持部１２を形成し、この第１レンズ群保持部１２内に第１レンズ
群Ｇ１を保持している。この第１レンズ群移動枠４には、その外面に、前記固定枠３の直
進ガイド溝に移動可能に係合する直進ガイド凸部（図示せず）が３個形成され、内面に、
光軸Ｃ方向に延在する直進ガイド溝（図示せず）と、カムピン（図示せず）とが３個ずつ
形成されている。これら直進ガイド凸部、直進ガイド溝、カムピンも、それぞれ略円筒状
の周壁を光軸Ｃ回りの周方向に略３等分する角度位置にそれぞれ配設されている。
【００３８】
　カム枠５は、その斜視図である図２（ａ）、（ｂ）に示すように円筒状のもので、外面
に３個のカムピン１６と、３個の第１レンズ群移動枠用カム溝１７とを有し、内面に、３
個の第２レンズ群移動枠用カム溝１８と、３個の第４レンズ群移動枠用カム溝１９とを有
している。カムピン１６は、前記固定枠３のカム溝（図示せず）に相対移動可能に係合し
ており、第１レンズ群移動枠用カム溝１７は、前記第１レンズ群移動枠４のカムピン（図
示せず）に相対移動可能に係合している。これらカムピン１６、第１レンズ群移動枠用カ
ム溝１７、第２レンズ群移動枠用カム溝１８、第４レンズ群移動枠用カム溝１９も、それ
ぞれ略円筒状の周壁を光軸Ｃ回りの周方向に略３等分する角度位置にそれぞれ配設されて
いる。また、このカム枠５には、図２（ｂ）に示すようにその背面側端部の内周面に、ギ
ヤ２０が形成されている。
【００３９】
　第２レンズ群移動枠６は、その斜視図である図３（ａ）、（ｂ）に示すように、一部が
切り欠かれてなる略円筒状の周壁６ａを有し、この周壁６ａの内部に、図１に示すように
略円筒状の第２レンズ群保持部２１ａ、２１ｂを形成している。これら第２レンズ群保持
部２１ａ内、第２レンズ群保持部２１ｂ内にはそれぞれレンズが保持されている。また、
第２レンズ群保持部２１ｂ内のレンズの背面側には、第２レンズ群保持枠２２が設けられ
ている。これら第２レンズ群保持部２１ａ、２１ｂおよび第２レンズ群保持枠２２により
、第２レンズ群Ｇ２が保持されている。また、第２レンズ群Ｇ２の中には、前記した絞り
ユニットＳが配置されている。
【００４０】
　図３（ａ）、（ｂ）に示すように第２レンズ群移動枠６の周壁６ａには、その外面の正
面側の端部に３個の直進ガイド片２３が形成され、外面の光軸Ｃ方向中央部に３個のカム
ピン２４が形成されている。直進ガイド片２３は、前記第１レンズ群移動枠４の直進ガイ
ド溝（図示せず）に相対移動可能に係合しており、カムピン２４は、前記カム枠５の第２
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レンズ群移動枠用カム溝１８に相対移動可能に係合している。
【００４１】
　これら直進ガイド片２３、カムピン２４も、それぞれ略円筒状の周壁６ａを光軸Ｃ回り
の周方向に略３等分する角度位置にそれぞれ配設されている。
　また、図３（ｂ）に示すように周壁６ａの外面には、光軸Ｃ方向に延在する直進ガイド
溝（直進ガイド凹部）２５が２個形成されている。これら直進ガイド溝２５は、周壁６ａ
の一部が、該周壁６ａの背面側端縁から正面側の端縁近傍まで切り欠かれたことにより、
その開口が外方を向いて形成されている。
【００４２】
　また、図３（ａ）、（ｂ）に示すように周壁６ａの切り欠かれた部位、すなわち第１外
側切欠部２６ａ、第２外側切欠部２６ｂの間に、直進ガイドリブ（直進ガイド凸部）２７
が１個形成されている。この直進ガイドリブ２７は、前記第２レンズ群保持部２１ｂ側か
ら半径方向外方に延在し、かつ光軸Ｃ方向に延在して形成された細板状のもので、その背
面側の端部に半径方向外方に突出する抜け止め突起２７ａを有している。ここで、前記２
個の直進ガイド溝（直進ガイド凹部）２５と１個の直進ガイドリブ（直進ガイド凸部）２
７とは、略円筒状の周壁６ａを光軸Ｃ回りの周方向に略３等分する角度位置にそれぞれ配
設されている。
【００４３】
　第４レンズ群移動枠７は、その斜視図である図４（ａ）、（ｂ）に示すように、一部が
切り欠かれてなる略円筒状の周壁７ａを有し、この周壁７ａの背面側に、図１に示すよう
に略円筒状のレンズ群保持部２８を形成している。レンズ群保持部２８内には第３レンズ
群保持枠２８ａが設けられ、この第３レンズ群保持枠２８ａ内には第３レンズ群Ｇ３が保
持されている。また、レンズ群保持部２８の背面側端部には第４レンズ群Ｇ４が保持され
ている。
【００４４】
　図４（ａ）、（ｂ）に示すように第４レンズ群移動枠７の周壁７ａには、正面側の端部
に光軸Ｃ方向に延出し、かつ半径方向外方に延出する３個の脚体２９が形成されており、
これら脚体２９には、正面側端部の外面にそれぞれカムピン３０が形成されている。カム
ピン３０は、前記カム枠５の第４レンズ群移動枠用カム溝１９に相対移動可能に係合して
いる。
【００４５】
　また、これら３個の脚体２９のうちの２個は、直進ガイドキー（直進ガイド凸部）３１
となっている。また、残りの１個の脚体２９の近傍には、該脚体２９に隣接して光軸Ｃ方
向に延在する細板部３２が形成されており、この細板部３２には、その長さ方向、すなわ
ち光軸Ｃ方向に延在して直進ガイド溝（直進ガイド凹部）３３が形成されている。この直
進ガイド溝３３は、細板部３２の内面側に形成されたもので、該細板部３２の両端に開口
して形成されている。また、細板部３２には、その外面側に、直進ガイド溝３３に連通す
る長孔３２ａが形成されている。ここで、前記２個の直進ガイドキー（直進ガイド凸部）
３１と１個の直進ガイド溝（直進ガイド凹部）３３とは、略円筒状の周壁７ａを光軸Ｃ回
りの周方向に略３等分する角度位置にそれぞれ配設されている。また、前記カムピン３０
も同様に配置されている。
【００４６】
　また、第４レンズ群移動枠７の周壁７ａには、細板部３２の両側に、周壁７ａが切り欠
かれてなる部位、すなわち第１内側切欠部３４ａ、第２内側切欠部３４ｂが形成されてい
る。第１内側切欠部３４ａは、その一部が、周壁７ａの高さ方向（光軸Ｃ方向）の全域が
切り欠かれて形成されており、第２内側切欠部３４ｂは、ほぼ全体が、周壁７ａの高さ方
向（光軸Ｃ方向）の全域が切り欠かれて形成されている。
【００４７】
　ここで、第４レンズ群移動枠７を第２レンズ群移動枠６内に内挿した状態を示す図５、
図６（ａ）、（ｂ）に示すように、第４レンズ群移動枠７の第１内側切欠部３４ａは、第
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２レンズ群移動枠６の第１外側切欠部２６ａに連通して形成配置されており、第２内側切
欠部３４ｂは、第２外側切欠部２６ｂに連通して形成配置されている。
　そして、本実施形態では、このような切欠部において、特に第２内側切欠部３４ｂと第
２外側切欠部２６ｂとが連通する部位に、交換レンズ１の内部構造部品であるフォーカス
モータ３５が収容配置されている。
【００４８】
　すなわち、このフォーカスモータ３５は、図１、図５に示すようにレンズ鏡筒２の光軸
Ｃ上、すなわち中心部に配置されたレンズ群Ｇ１～Ｇ４に対してその側方に偏って配置さ
れている。そして、このフォーカスモータ３５は、特に図５の背面図に示すように、一部
が第４レンズ群移動枠７の周壁７ａの内面が形成する円形線より外側で、さらに第２レン
ズ群移動枠６の周壁６ａの内面が形成する円形より外側に位置するように、外側に偏って
配置されている。その際、第４レンズ群移動枠７の周壁７ａには第２内側切欠部３４ｂが
形成され、第２レンズ群移動枠６の周壁６ａには第２外側切欠部２６ｂが形成されている
ため、周壁６ａや周壁７ａに干渉されることなく、このようなフォーカスモータ３５の配
置が可能になっている。
【００４９】
　また、図５に示すように第４レンズ群移動枠７の直進ガイドキー３１は、それぞれ第２
レンズ群移動枠６の直進ガイド溝２５に相対移動可能に係合し、図５、図６（ａ）、（ｂ
）に示すように第４レンズ群移動枠７の直進ガイド溝３３は、第２レンズ群移動枠６の直
進ガイドリブ２７に相対移動可能に係合している。また、このように直進ガイドリブ２７
が直進ガイド溝３３に係合した状態で、直進ガイドリブ２７の抜け止め突起２７ａは、直
進ガイド溝３３に連通する長孔３２ａに相対移動可能に係合している。これにより、直進
ガイド溝３３に対する直進ガイドリブ２７の係合が外れるのが防止されている。したがっ
て、例えばレンズ鏡筒２を不測に落下した際に、その衝撃によって第４レンズ群移動枠７
が第２レンズ群移動枠６からその光軸方向に外れてしまい、これら第２レンズ群移動枠６
、第４レンズ群移動枠７が分離してしまうのを防止することができる。すなわち、抜け止
め突起２７ａは、本発明に係る抜け止め形状として機能する。
【００５０】
　図１に示すように第４レンズ群移動枠７内には、ズームモータユニット３６が設けられ
ており、第４レンズ群移動枠７のレンズ群保持部２８の背面側にはこれを覆って遮光環３
７が設けられている。ズームモータユニット３６は、カム枠５の内面に形成されたギヤ２
０（図２（ｂ）参照）と係合している。また、遮光環３７の外側には、これを囲って略円
筒状のレンズマウント３８が設けられている。
　このようにレンズ鏡筒２やこれを備える交換レンズ１は、手動又は自動でフォーカシン
グを行うための機構など、種々の公知部品が取り付けられて構成されている。
【００５１】
　以上のような構造を有するレンズ鏡筒２では、操作環８の回動動作によって各レンズ群
Ｇ１～Ｇ４をその光軸Ｃ方向に進退（移動）させることができる。すなわち、操作環８を
一方又は他方に回動させると、電気信号がカメラボディ（図示せず）に送られ、その操作
量を基に ズームモータユニット３６が駆動する。すると、カム枠５の内面に形成された
ギヤ２０がズームモータユニット３６に係合していることにより、カム枠５が回転する。
【００５２】
　カム枠５にはその外面に設けられたカムピン１６が、固定枠３の内面に形成されたカム
溝（図示せず）に係合しているため、カム枠５の回転に伴って、カムピン１６がカム溝内
を相対移動することにより、カム枠５は固定枠３に対して前進（又は後退）する。すなわ
ち、カム枠５はカム溝の形状に沿って固定枠３に対し回転しつつ前進（又は後退）するの
で、結果として螺旋状に動作する。
【００５３】
　このようにしてカム枠５が螺旋状に動作すると、第１レンズ群移動枠４は、その内面に
形成されたカムピン（図示せず）がカム枠５の第１レンズ群移動枠用カム溝１７に係合し
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ており、外面に形成された直進ガイド凸部（図示せず）が固定枠３の直進ガイド溝（図示
せず）に係合しているため、カム枠５の動作に伴われて前進(又は後退)する。したがって
、第１レンズ群Ｇ１は光軸Ｃ方向に移動する。
【００５４】
　また、カム枠５が螺旋状に動作すると、第２レンズ群移動枠６は、その外面に形成され
たカムピン２４がカム枠５の第２レンズ群移動枠用カム溝１８に係合しており、直進ガイ
ド片２３が第１レンズ群移動枠４の直進ガイド溝（図示せず）に係合しているため、カム
枠５の動作に伴われて前進(又は後退)する。したがって、第２レンズ群Ｇ２も光軸Ｃ方向
に移動する。
【００５５】
　また、ズームモータユニット３６が駆動すると、図示しない検出機構によってその駆動
量が検出され、制御機構によってその駆動量に応じた移動量が計算される。そして、この
移動量に応じた適宜量をフォーカスモータ３５が駆動することにより、第３レンズ群Ｇ３
が前進(又は後退)する。すなわち、第３レンズ群Ｇ３も光軸Ｃ方向に移動する。
【００５６】
　また、カム枠５が螺旋状に動作すると、第４レンズ群移動枠７は、その外面に形成され
たカムピン３０がカム枠５の第４レンズ群移動枠用カム溝１９に係合しており、さらに直
進ガイドキー３１が第２レンズ群移動枠６の直進ガイド溝２５に係合し、直進ガイド溝３
３が第２レンズ群移動枠６の直進ガイドリブ２７に係合しているため、カム枠５の動作に
伴われて前進(又は後退)する。したがって、第４レンズ群Ｇ４も光軸Ｃ方向に移動する。
　したがって、このレンズ鏡筒２を備える交換レンズ１では、カム枠５を回動操作するこ
とによってズーミングを行うことができる。
【００５７】
　本実施形態のレンズ鏡筒２にあっては、第２レンズ群移動枠（第１の枠）６に対してそ
の光軸Ｃ方向に第４レンズ群移動枠（第２の枠）７を相対移動させるためのガイドを構成
する直進ガイド凹部（直進ガイド溝２５、直進ガイド溝３３）と直進ガイド凸部（直進ガ
イドリブ２７、直進ガイドキー３１）とを、第２レンズ群移動枠６と第４レンズ群移動枠
７とに共に混在させて形成したので、一方の枠に全ての直進ガイド凹部を形成しないため
、第２レンズ群移動枠６や第４レンズ群移動枠７の強度を、必要とされる強度に対して比
較的大きくすることができる。したがって、その周壁６ａ（７ａ）に切欠部（第１外側切
欠部２６ａ、第２外側切欠部２６ｂ、第１内側切欠部３４ａ、第２内側切欠部３４ｂ）を
形成することができ、これにより周壁６ａ（７ａ）の切欠部によってレンズ鏡筒２内に配
設する内部構造部品の収容スペースを実質的に広くすることができる。したがって、従来
と同等の収容スペースにすることで、第４レンズ群移動枠７や第２レンズ群移動枠６を従
来に比べて小径化することができ、これによってレンズ鏡筒２全体の小型化を可能にする
ことができる。つまり、内部構造部品を省スペースで、かつ安定した姿勢で保持、移動さ
せることにより、小型化を可能にすることができる。
【００５８】
　すなわち、第４レンズ群移動枠７の周壁７ａに第１内側切欠部３４ａ、第２内側切欠部
３４ｂを形成しているので、この第４レンズ群移動枠７の内側に収容される内部構造部品
、例えばフォーカスモータ３５を、その中心から偏らせて第２内側切欠部３４ｂ側に配置
しても、該第２内側切欠部３４ｂでは周壁７ａが無いため、第４レンズ群移動枠７に干渉
されることなくフォーカスモータ３５を収容配置することができる。したがって、従来の
第２内側切欠部３４ｂが無い移動枠ではその周壁がフォーカスモータ３５（内部構造部品
）に干渉してしまうため、この移動枠の内径を大きくしなくてはならなかったのに対し、
このレンズ鏡筒２では第２内側切欠部３４ｂを形成することでその内径を小さくしても内
フォーカスモータ３５を収容配置することが可能になる。すなわち、フォーカスモータ３
５等の内部構造部品の収容スペースを実質的に広くすることができる。これにより、この
レンズ鏡筒２では、その第４レンズ群移動枠７を、従来の移動枠に比べて小径化すること
ができる。
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【００５９】
　また、第２レンズ群移動枠６の周壁６ａに第１外側切欠部２６ａ、第２外側切欠部２６
ｂを形成し、これら第１外側切欠部２６ａ、第２外側切欠部２６ｂをそれぞれ第４レンズ
群移動枠７の第１内側切欠部３４ａ、第２内側切欠部３４ｂに連通させているので、中心
から偏らせて第１内側切欠部３４ａ、第２内側切欠部３４ｂ側に配置する内部構造部品、
例えばフォーカスモータ３５を、さらに第２レンズ群移動枠６の第２外側切欠部２６ｂに
まで寄せることが可能になる。したがって、このレンズ鏡筒２では、第４レンズ群移動枠
７だけでなく第２レンズ群移動枠６も可能になる。
【００６０】
　また、このようなレンズ鏡筒２を備えた交換レンズ（光学機器）１にあっても、第４レ
ンズ群移動枠７や第２レンズ群移動枠６の周壁７ａ（６ａ）に切欠部を形成することがで
きるため、フォーカスモータ３５等の内部構造部品の収容スペースを実質的に広くするこ
とができ、したがって全体の小型化を図ることができる。
【００６１】
　なお、前記実施形態では、本発明に係る抜け止め形状として、前記したように直進ガイ
ドリブ２７（第１の枠の直進ガイド凸部）に抜け止め突起２７ａを形成したが、本発明に
係る抜け止め形状としては、抜け止め突起２７ａ以外にも種々の構成を採用することがで
きる。
【００６２】
　例えば、図４に示すように第４レンズ群移動枠（第２の枠）７の直進ガイドキー（直進
ガイド凸部）３１の先端部に形成した一対の抜け止め片３１ａ、３１ａも、本発明に係る
抜け止め形状として機能する。すなわち、直進ガイドキー３１の先端部にてその両側に延
出して形成された抜け止め片３１ａは、図５に示すように直進ガイドキー３１が第２レン
ズ群移動枠（第１の枠）６の直進ガイド溝（直進ガイド凹部）２５に係合している状態で
、該直進ガイド溝２５を形成する周壁６ａの外面に当接している。
【００６３】
　したがって、例えばレンズ鏡筒２を不測に落下した際の衝撃により、直進ガイドキー３
１に第２レンズ群移動枠６の周壁６ａの内側に倒れ込む力が働いても、抜け止め片３１ａ
がこれを妨げているため、このような直進ガイドキー３１の倒れ込みが防止される。よっ
て、このような直進ガイドキー３１の倒れ込みによってカムピン３０の係合が外れること
などにより、第４レンズ群移動枠７が第２レンズ群移動枠６からその光軸方向に外れてし
まい、これら第２レンズ群移動枠６、第４レンズ群移動枠７が分離してしまうのを防止す
ることができる。すなわち、抜け止め片３１ａも、本発明に係る抜け止め形状として機能
する。
【００６４】
　また、図７（ａ）に示すように、直進ガイド溝２５の内側に抜け止め部材２５ａを設け
ることもできる。抜け止め部材２５ａは、直進ガイド溝２５を形成する周壁６ａ、すなわ
ち直進ガイド溝２５を挟んで位置した周壁６ａのそれぞれに、第２レンズ群移動枠６の内
側に折曲し、さらに直進ガイド溝２５側に折曲した断面Ｌ状のものである。このような抜
け止め部材２５ａを直進ガイド溝２５に設けることにより、該直進ガイド溝２５に係合し
た直進ガイドキー３１は、周壁６ａの内側への倒れ込みが防止される。よって、第４レン
ズ群移動枠７が第２レンズ群移動枠６からその光軸方向に外れてしまい、これら第２レン
ズ群移動枠６、第４レンズ群移動枠７が分離してしまうのを防止することができる。すな
わち、抜け止め部材２５ａも、本発明に係る抜け止め形状として機能する。なお、一対の
抜け止め部材２５ａを一体化して、一つの抜け止め部材として形成してもよい。
【００６５】
　また、図７（ｂ）に示すように、第４レンズ群移動枠（第２の枠）７の直進ガイド溝３
３の内側に、前記抜け止め部材２５ａと同様の形状の抜け止め部材３３ａを設けることも
できる。ただし、その場合には、直進ガイド溝３３に係合する直進ガイドリブ２７の上端
部に、前記抜け止め部材３３ａに係合する係合片２７ｂを設けておく。このような抜け止
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め部材３３ａを直進ガイド溝３３に設けることにより、該直進ガイド溝３３に係合した直
進ガイドリブ２７は、第４レンズ群移動枠７の外側への倒れ込みが防止される。よって、
第４レンズ群移動枠７が第２レンズ群移動枠６からその光軸方向に外れてしまい、これら
第２レンズ群移動枠６、第４レンズ群移動枠７が分離してしまうのを防止することができ
る。すなわち、抜け止め部材３３ａも、本発明に係る抜け止め形状として機能する。
【００６６】
［第２実施形態］
　図８は、本発明のレンズ鏡筒の第２実施形態を説明するための要部斜視図であり、図８
中符号４０はレンズ鏡筒である。このレンズ鏡筒４０が図１～図６に示したレンズ鏡筒２
と異なるところは、本発明に係る３個の直進ガイド凸部のうち、１個の直進ガイド凸部は
、固定枠（固定筒）３に設けられている点である。
【００６７】
　すなわち、図８に示すように固定枠３には、光軸方向の一端側（図１におけるレンズマ
ウント３８側）に、直進ガイド凸部としての直進ガイドキー４１が設けられている。この
直進ガイドキー４１は、図３（ａ）、（ｂ）に示した第２レンズ群移動枠（第１の枠）６
の直進ガイドリブ２７に対応する位置に設けられたもので、この直進ガイドリブ２７に代
わって固定枠３に設けられたものである。
【００６８】
　この直進ガイドキー４１は、図９に示すように長細い細板状のもので、その一端側にビ
ス孔を有する取付部４１ａが一体に形成されている。この取付部４１ａが、図８に示すよ
うに固定枠３の一端側に形成された取付部材４２にビス止めされたことにより、直進ガイ
ドキー４１は固定枠３に取り付けられ、固定されている。
【００６９】
　このような構成のもとに直進ガイドキー４１は、図９に示すように直進ガイド溝３３に
移動可能に係合するようになっている。また、この直進ガイドキー４１には、第４レンズ
群移動枠７の細板部３２の長孔３２ａに移動可能に係合する抜け止め突起４１ｂが形成さ
れている。この抜け止め突起４１ｂは、第１実施形態における直進ガイドリブ２７の抜け
止め突起２７ａと同様に機能する。すなわち、例えばレンズ鏡筒２を不測に落下した際の
衝撃によって第２レンズ群移動枠６が固定枠３からその光軸方向に外れてしまい、これら
固定枠３、第２レンズ群移動枠６が分離してしまうのを防止することができる。すなわち
、抜け止め突起４１ｂは、本発明に係る抜け止め形状として機能する。
【００７０】
　このような構成からなるレンズ鏡筒４０にあっても、第２レンズ群移動枠（第１の枠）
６に対してその光軸Ｃ方向に第４レンズ群移動枠（第２の枠）７を相対移動させるための
ガイドを構成する直進ガイド凹部（直進ガイド溝２５、直進ガイド溝３３）と直進ガイド
凸部（直進ガイドキー４１、直進ガイドキー３１）とを、第２レンズ群移動枠６と第４レ
ンズ群移動枠７と固定枠３とに混在させて形成したので、一方の枠に全ての直進ガイド凹
部を形成しないため、第２レンズ群移動枠６や第４レンズ群移動枠７の強度を、必要とさ
れる強度に対して比較的大きくすることができる。したがって、その周壁６ａ（７ａ）に
切欠部（第１外側切欠部２６ａ、第２外側切欠部２６ｂ、第１内側切欠部３４ａ、第２内
側切欠部３４ｂ）を形成することができ、これにより周壁６ａ（７ａ）の切欠部によって
レンズ鏡筒２内に配設する内部構造部品の収容スペースを実質的に広くすることができる
。したがって、従来と同等の収容スペースにすることで、第４レンズ群移動枠７や第２レ
ンズ群移動枠６を従来に比べて小径化することができ、これによってレンズ鏡筒４０全体
の小型化を可能にすることができる。つまり、内部構造部品を省スペースで、かつ安定し
た姿勢で保持、移動させることにより、小型化を可能にすることができる。
【００７１】
　なお、前記第２実施形態では、本発明に係る３個の直進ガイド凸部のうち、１個の直進
ガイド凸部を固定枠３に設けるようにしたが、３個の直進ガイド凹部のうち、１個の直進
ガイド凹部を固定枠３に設けるようにしてもよい。具体的には、図４（ａ）、（ｂ）に示
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した直進ガイド溝３３を有する細板部３２を独立した部材として第４レンズ群移動枠７か
ら取り除き、この独立した部材を固定枠３に取り付ける。すなわち、細板部３２と対応す
る位置にて図８に示した直進ガイドキー４１と同様に固定枠３に取り付け、第２レンズ群
移動枠６の直進ガイドリブ２７と移動可能に係合するように構成する。
【００７２】
　また、図１０に示すように、このような直進ガイド溝３３を有する独立した部材である
直進ガイド溝部材４３については、その先端側に溝開口を閉塞する蓋４３ａを形成してお
き、この蓋４３ａが直進ガイドリブ２７の後端部に接離可能に構成しておく。直進ガイド
リブ２７については、第２レンズ群移動枠６の半径方向外方に突出して設けられた板部材
としておき、これによってその後端部が蓋４３ａに接離可能となるようにする。
【００７３】
　これにより、例えばレンズ鏡筒２を不測に落下した際の衝撃によって第２レンズ群移動
枠６が固定枠３からその光軸方向に外れてしまい、これら固定枠３、第２レンズ群移動枠
６が分離してしまうのを防止することができる。すなわち、蓋４３ａは、本発明に係る抜
け止め形状として機能する。
【００７４】
　このような直進ガイド溝部材４３を固定枠３に設けたレンズ鏡筒にあっても、前記レン
ズ鏡筒４０と同様に、従来と同等の収容スペースにすることで第４レンズ群移動枠７や第
２レンズ群移動枠６を従来に比べて小径化することができ、これによってレンズ鏡筒全体
の小型化を可能にすることができる。つまり、内部構造部品を省スペースで、かつ安定し
た姿勢で保持、移動させることにより、小型化を可能にすることができる。
【００７５】
［第３実施形態］
　図１１は、本発明のレンズ鏡筒の第３実施形態を説明するための要部斜視図であり、図
１１中符号５０はレンズ鏡筒である。このレンズ鏡筒５０が図１～図６に示したレンズ鏡
筒２と異なるところは、本発明に係る３個の直進ガイド凸部と３個の直進ガイド凹部との
うち、それぞれ２個が第２レンズ群移動枠（第１の枠）６または第４レンズ群移動枠７（
第２の枠）に設けられ、残りの１個は、直進ガイド凸部としてのシャフト５１と、直進ガ
イド凹部としてのスリーブ５２とによって形成されている点である。
【００７６】
　図１１に示すように第２レンズ群移動枠６には、図３（ａ）、（ｂ）に示した直進ガイ
ドリブ２７が形成された位置に、この直進ガイドリブ２７に代わってシャフト５１が設け
られている。シャフト５１は、金属や硬質の樹脂からなる細長い円柱状のもので、本実施
形態ではその一端部が第１保持部５３に保持固定され、他端部が第２保持部５４に保持固
定されている。すなわち、シャフト５１は第２レンズ群移動枠（第１の枠）６に両持ちで
配設されている。
【００７７】
　スリーブ５２は、本実施形態では図４（ａ）、（ｂ）に示した直進ガイド溝３３を有す
る細板部３２に代えて設けられたもので、図１１に示すように脚体２９に一体に形成され
ている。このスリーブ５２は、脚体２９に一体に接続した基部５２ａと、該基部５２ａに
一体に設けられた一対の保持板部５２ｂ、５２ｂと、これら保持板部５２ｂ、５２ｂ間を
連結する連結部５２ｃとからなるもので、保持板部５２ａに形成された貫通孔５２ｄにシ
ャフト５１を挿通させている。すなわち、第２レンズ群移動枠６と第４レンズ群移動枠７
とが組み付けられた状態で、シャフト５１がスリーブ５２の貫通孔５２ｄ、５２ｄに挿通
させられ、その後、このシャフト５１が第１保持部５３、第２保持部５４に保持固定され
たことで、シャフト５１とスリーブ５２とが互いに係合した状態に組み立てられている。
【００７８】
　このようなシャフト５１とスリーブ５２とを有するレンズ鏡筒５０にあっても、前記レ
ンズ鏡筒２と同様に、従来と同等の収容スペースにすることで第４レンズ群移動枠７や第
２レンズ群移動枠６を従来に比べて小径化することができ、これによってレンズ鏡筒５０
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全体の小型化を可能にすることができる。つまり、内部構造部品を省スペースで、かつ安
定した姿勢で保持、移動させることにより、小型化を可能にすることができる。
　また、シャフト５１を第２レンズ群移動枠６に両持ちで取り付けているので、シャフト
５１を第２レンズ群移動枠６に強固に保持することができる。
【００７９】
　なお、図１１に示した前記第３実施形態では、シャフト５１を、第１保持部５３と第２
保持部５４とによって第２レンズ群移動枠（第１の枠）６に両持ちで保持（配設）したが
、片持ちで保持することもできる。すなわち、シャフト５１を第１保持部５３のみで保持
固定して片持ちし、第２保持部５４をなくすことができる。
　このように構成すれば、両持ちにした場合に比べて、第２レンズ群移動枠６の構造を簡
易にすることができる。
【００８０】
　また、前記第３実施形態では、図３（ａ）、（ｂ）に示した直進ガイドリブ２７が形成
された位置に、この直進ガイドリブ２７に代えてシャフト５１を設け、図４（ａ）、（ｂ
）に示した直進ガイド溝３３を有する細板部３２が形成された位置に、この細板部３２に
代えてスリーブ５２を設けたが、これらの位置関係を逆にして、直進ガイドリブ２７が形
成された位置にスリーブを設け、細板部３２が形成された位置にシャフトを設けてもよい
。すなわち、第２レンズ群移動枠（第１の枠）６にスリーブを設け、第４レンズ群移動枠
（第２の枠）７にシャフトを設けてもよい。
【００８１】
　具体的には、図１１に示したスリーブ５２を、シャフト５１を保持固定するための保持
部とし、この保持部にシャフト５１を固定することにより、該保持部を介してシャフト５
１を第４レンズ群移動枠（第２の枠）７に配設する。その場合に、一対の保持板部５２ｂ
で共にシャフト５１を保持固定することにより、シャフト５１を両持ちで保持（配設）す
ることができる。また、外側の保持板部５２ｂ（図１１中の右側の保持板部５２ｂ）のみ
で保持固定することにより、シャフト５１を片持ちで保持（配設）することもできる。
【００８２】
　一方、第２レンズ群移動枠（第１の枠）６に設けるスリーブについては、図１に示した
第１保持部５３を例えば筒状に形成し、シャフト５１に対して挿抜可能に構成することに
より、この第１保持部５３をスリーブとして機能させることができる。
【００８３】
　このように、前記第３実施形態に対してシャフトとスリーブとを入れ替えた構成として
も、第３実施形態のレンズ鏡筒５０と同様に、従来と同等の収容スペースにすることで第
４レンズ群移動枠７や第２レンズ群移動枠６を従来に比べて小径化することができ、これ
によってレンズ鏡筒全体の小型化を可能にすることができる。つまり、内部構造部品を省
スペースで、かつ安定した姿勢で保持、移動させることにより、小型化を可能にすること
ができる。
【００８４】
　また、シャフト５１を第４レンズ群移動枠７に両持ちで取り付ければ、シャフト５１を
第４レンズ群移動枠７に強固に保持することができる。
　一方、シャフト５１を第４レンズ群移動枠７に片持ちで取り付ければ、両持ちにした場
合に比べて第４レンズ群移動枠７の構造を簡易にすることができる。
【００８５】
　以上、図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は前記実施
形態に限定されるものではない。前述した実施形態において示した各構成部材の諸形状や
組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基
づき種々変更可能である。
【００８６】
　例えば、前記第１実施形態では、第１の枠（第２レンズ群移動枠６）に直進ガイド凹部
（直進ガイド溝２５）を２個形成し、かつ直進ガイド凸部（直進ガイドリブ２７）を１個
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形成するとともに、第２の枠（第４レンズ群移動枠７）に直進ガイド凹部（直進ガイド溝
３３）を１個形成し、かつ直進ガイド凸部（直進ガイドキー３１）を２個形成したが、逆
に、第１の枠（第２レンズ群移動枠６）に直進ガイド凹部を１個形成し、かつ直進ガイド
凸部を２個形成するとともに、第２の枠に直進ガイド凹部を２個形成し、かつ直進ガイド
凸部を１個形成してもよい。
【００８７】
　また、前記第１実施形態では、第１の枠（第２レンズ群移動枠６）および第２の枠（第
４レンズ群移動枠７）に、直進ガイド凹部（直進ガイド溝２５、直進ガイド溝３３）と直
進ガイド凸部（直進ガイドリブ２７、直進ガイドキー３１）とをそれぞれ３個ずつ形成し
、これらを光軸Ｃ回りの円周方向を略３等分する角度位置に配置したが、直進ガイド凹部
、直進ガイド凸部についてはｎ個以上（ただし、ｎは２以上の整数）であれば、２個であ
っても、４個以上であってもよい。なお、このように３個以外にした場合でも、これら直
進ガイド凹部、直進ガイド凸部については、光軸Ｃ回りの円周方向を略ｎ等分する角度位
置に配置する。
【００８８】
　また、前記第実施形態では、第１の枠（第２レンズ群移動枠６）、第２の枠（第４レン
ズ群移動枠７）が共に固定枠３内で移動する形態について説明したが、本発明はこれに限
定されることなく、例えば一方が移動し、他方が固定される形態であってもよい。
　さらに、前記第１実施形態では固定枠３をカム枠５の外側に配置したが、例えば第２レ
ンズ群移動枠６とカム枠５との間に固定枠３を配置する構成としてもよい。
【符号の説明】
【００８９】
１…交換レンズ（光学機器）、２…レンズ鏡筒、３…固定枠（固定筒）、５…カム枠、６
…第２レンズ群移動枠（第１の枠）、６ａ…周壁、７…第４レンズ群移動枠（第２の枠）
、７ａ…周壁、２５…直進ガイド溝（直進ガイド凹部）、２６ａ…第１外側切欠部、２６
ｂ…第２外側切欠部、２７…直進ガイドリブ（直進ガイド凸部）、３１…直進ガイドキー
（直進ガイド凸部）、３３…直進ガイド溝（直進ガイド凹部）、３４ａ…第１内側切欠部
、３４ｂ…第２内側切欠部、３５…フォーカスモータ、Ｃ…光軸、Ｇ１…第１レンズ群、
Ｇ２…第２レンズ群、Ｇ３…第３レンズ群、Ｇ４…第４レンズ群、４０…レンズ鏡筒、４
１…直進ガイドキー、４３…直進ガイド溝部材、５０…レンズ鏡筒、５１…シャフト、５
２…スリーブ
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